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 ２０２０年５月２８日に法務省「商業・法人登記事務に関するＱ＆Ａ」（注）が更新されたことに伴い、

２０２０年５月１２日付「継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例について」を、法

務省民事局とも相談の上、別紙のとおり改訂しましたので、会員各社の参考に供することとしま

す。 

 改訂内容は、当初の株主総会の時点において改選期にある取締役の任期が満了するものとし

て選任する場合の〔記載例２〕の追加、設例の変更（「商業・法人登記事務に関するＱ＆Ａ」【Ｑ２－

３】にあわせる）等です。 

 なお、登記申請に際しては、司法書士、法務局等にも事前にご確認いただくようお願いいたしま

す。 

 

（注） http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html 

 

  

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html


（別紙） 

 

〇 継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例（改訂版） 

 

〔前提条件〕 

・２０２０年６月３０日に定時株主総会を開催する（計算書類の報告及び承認は７月３０日に開催さ

れる継続会で実施予定）。 

・取締役A、B、C、D、Eは本総会終結時をもって任期満了となり、取締役A、B、C、Dは重任、取締

役 E は退任し、その後任として F が取締役に就任する予定。 

 

〔記載例１〕 当初の株主総会の時点において取締役Ｅが辞任し、その後任にＦを選任する場合 

第〇号議案 取締役５名選任の件 

取締役 A、B、C、D は、本総会終結の時をもって任期満了となり、取締役 E は、本総会において

継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（６月３０日の審議終了時）をも

って辞任いたしますので、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

なお、取締役候補者 F は取締役Ｅの後任として選任するものであり、その就任の時期は、本総

会の休会の時（６月３０日の審議終了時）といたします。 

 

（留意事項） 

・取締役Ｅの辞任、取締役Ｆの就任の時期は６月３０日であるため、登記原因は、それぞれ「令和

２年６月３０日辞任」、「令和２年６月３０日就任」となる。登記の申請は６月３０日から２週間以内に

行う必要がある（会社法９１５条１項）。 

・当初の株主総会（６月３０日）において再任された取締役 A、B、C、D は、７月３０日の継続会終

結の時をもって任期満了により退任することから、登記原因はいずれも「令和２年７月３０日重任」

となる。登記の申請は７月３０日から２週間以内に行う必要がある（会社法９１５条１項）。 

・法務省「商業・法人登記事務に関するＱ＆Ａ」は、「当初の株主総会の議事録には、新任の役員

（F）が当初の株主総会の日をもって辞任した役員（E）の後任として選任された旨が記載されてい

ることが必要」としているが、〔記載例１〕に相当する議案（株主総会参考書類）が株主総会議事録

に添付されることで差し支えない。 

  



〔記載例２〕 当初の株主総会の時点において改選期にある取締役の任期が満了するものとして

選任する場合 

第〇号議案 取締役５名選任の件 

取締役 A、B、C、D、E は、本総会の休会の時（６月３０日の審議終了時）をもって任期満了によ

り退任するものとし、その後任として取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

なお、取締役候補者の就任の時期は、本総会の休会の時（６月３０日の審議終了時）となりま

す。 

 

（留意事項） 

・取締役 Eの退任、取締役 F の就任の時期は６月３０日であるため、登記原因は、それぞれ「令和

２年６月３０日退任」、「令和２年６月３０日就任」となる。登記の申請は６月３０日から２週間以内に

行う必要がある（会社法９１５条１項）。 

・当初の株主総会（６月３０日）において再任された取締役 A、B、C、D の登記原因はいずれも「令

和２年６月３０日重任」となる。登記の申請は６月３０日から２週間以内に行う必要がある（会社法

９１５条１項）。 

・法務省「商業・法人登記事務に関するＱ＆Ａ」は、「当初の株主総会の議事録には、改選期にあ

る役員等の任期が当初の株主総会の時点で満了する旨及びその後任を選任した旨が記載され

ている必要があると考えられ」るとしているが、〔記載例２〕に相当する議案（株主総会参考書類）

が株主総会議事録に添付されることで差し支えない。 


